
 

 

瀬戸市個人情報保護条例及び瀬戸市情報公開条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

平成２９年６月３０日 

瀬戸市長 伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１９号 

瀬戸市個人情報保護条例及び瀬戸市情報公開条例の一部を改正す

る条例 

（瀬戸市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 瀬戸市個人情報保護条例（平成５年瀬戸市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 個人情報 個人に関する情報であって、次

のいずれかに該当するものをいう。 

⑴ 個人情報 個人に関する情報であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記

述等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）をいう。 

  ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記

録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することが

できない方式をいう。）で作られる記録を

いう。以下同じ。）に記載され、若しくは

記録され、又は音声、動作その他の方法を

 



 

 

用いて表された一切の事項（個人識別符号

（行政機関の保有する個人情報の保護に関

する法律（平成１５年法律第５８号）第２

条第３項に規定する個人識別符号をいう。

以下同じ。）を除く。）をいう。以下同

じ。）により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することがで

き、それにより特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの  

⑵ 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会

的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を

被った事実その他本人に対する不当な差別、

偏見その他の不利益が生じないようにその取

扱いに特に配慮を要するものとして実施機関

が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

 

⑶ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

⑷ ＜省略＞ ⑶ ＜省略＞ 

⑸ ＜省略＞ ⑷ ＜省略＞ 

⑹ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 

⑺ ＜省略＞ ⑹ ＜省略＞ 

⑻ ＜省略＞ ⑺ ＜省略＞ 

⑼ ＜省略＞ ⑻ ＜省略＞ 

⑽ ＜省略＞ ⑼ ＜省略＞ 

（一般的制限） （一般的制限） 

第７条 ＜省略＞ 第７条 ＜省略＞ 

２ 実施機関は、法令又は条例（以下「法令等」

という。）に基づく場合を除き、要配慮個人情

報（本人の信条及び社会的身分が含まれる個人

情報に限る。）の取扱いをしてはならない。 

２ 実施機関は、法令又は条例（以下「法令等」

という。）に基づく場合を除き、思想、信条及

び宗教に関する個人情報その他社会的差別の原

因となる個人情報の取扱いをしてはならない。 

（個人情報取扱事務の届出） （個人情報取扱事務の届出） 

第８条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務

（以下「個人情報取扱事務」という。）を開始

第８条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務

（以下「個人情報取扱事務」という。）を開始



 

 

しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる

事項を市長に届け出なければならない。 

しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる

事項を市長に届け出なければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 個人情報に要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 

 

⑹ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務） 

第１７条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかが含まれている場合を除き、開示請求

者に対し、当該保有個人情報を開示しなければ

ならない。 

第１７条 実施機関は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に

掲げる情報（以下「不開示情報」という。）の

いずれかが含まれている場合を除き、開示請求

者に対し、当該保有個人情報を開示しなければ

ならない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求

者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特

定の個人を識別することはできないが、開示

することにより、なお開示請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

⑶ 開示請求者以外の個人に関する情報（事業

を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により開示請求者以

外の特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、開示請求

者以外の特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはできない

が、開示することにより、なお開示請求者以

外の個人の権利利益を害するおそれがあるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

アからウまで ＜省略＞ アからウまで ＜省略＞ 

⑷から⑺まで ＜省略＞ ⑷から⑺まで ＜省略＞ 

（部分開示） （部分開示） 

第１８条 ＜省略＞ 第１８条 ＜省略＞ 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第３号に２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第３号に



 

 

規定する情報（開示請求者以外の特定の個人を

識別することができるものに限る。）が含まれ

ている場合において、当該情報のうち、氏名、

生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人

を識別することができることとなる記述等及び

個人識別符号の部分を除くことにより、開示し

ても、開示請求者以外の個人の権利利益が害さ

れるおそれがないと認められるときは、当該部

分を除いた部分は、同号に規定する情報に含ま

れないものとみなして、前項の規定を適用す

る。 

規定する情報（開示請求者以外の特定の個人を

識別することができるものに限る。）が含まれ

ている場合において、当該情報のうち、氏名、

生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人

を識別することができることとなる記述等の部

分を除くことにより、開示しても、開示請求者

以外の個人の権利利益が害されるおそれがない

と認められるときは、当該部分を除いた部分

は、同号に規定する情報に含まれないものとみ

なして、前項の規定を適用する。 

（開示の実施） （開示の実施） 

第２６条 保有個人情報の開示は、当該保有個人

情報が、文書又は図画に記録されているときは

閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録

されているときはその種別、情報化の進展状況

等を考慮して規則で定める方法により行う。た

だし、閲覧の方法による保有個人情報の開示に

あっては、実施機関は、当該保有個人情報が記

録されている公文書の保存に支障を生ずるおそ

れがあると認めるときその他正当な理由がある

ときは、その写しにより、これを行うことがで

きる。 

第２６条 保有個人情報の開示は、当該保有個人

情報が、文書又は図画に記録されているときは

閲覧又は写しの交付により、電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録を

いう。以下同じ。）に記録されているときはそ

の種別、情報化の進展状況等を考慮して規則で

定める方法により行う。ただし、閲覧の方法に

よる保有個人情報の開示にあっては、実施機関

は、当該保有個人情報が記録されている公文書

の保存に支障を生ずるおそれがあると認めると

きその他正当な理由があるときは、その写しに

より、これを行うことができる。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（保有個人情報の提供先等への通知） （保有個人情報の提供先への通知） 

第３４条 ＜省略＞ 第３４条 ＜省略＞ 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

（利用停止請求） （利用停止請求） 

第３５条 何人も、第２６条第１項の規定により

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報

（保有特定個人情報を除く。以下この項におい

て同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると

第３５条 何人も、第２６条第１項の規定により

開示を受けた自己を本人とする保有個人情報

（保有特定個人情報を除く。以下この項におい

て同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると



 

 

思料するときは、この条例の定めるところによ

り、当該保有個人情報を保有する実施機関に対

し、当該各号に定める措置を請求することがで

きる。 

思料するときは、この条例の定めるところによ

り、当該保有個人情報を保有する実施機関に対

し、当該各号に定める措置を請求することがで

きる。 

⑴ 当該保有個人情報を保有する実施機関によ

り適法に収集されたものでないとき、第７条

第２項の規定に違反して取り扱われていると

き、第９条の規定に違反して収集されたと

き、又は第１０条の規定に違反して利用され

ているとき 当該保有個人情報の利用の停止

又は消去 

⑴ 当該保有個人情報を保有する実施機関によ

り適法に収集されたものでないとき、第７条

第２項の規定に違反して個人情報の取扱いが

されているとき、第９条の規定に違反して収

集されたとき、又は第１０条の規定に違反し

て利用されているとき 当該保有個人情報の

利用の停止又は消去 

⑵ ＜省略＞ ⑵ ＜省略＞ 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

  

（瀬戸市情報公開条例の一部改正） 

第２条 瀬戸市情報公開条例（平成１２年瀬戸市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（公文書の開示義務） （公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

記録されている場合を除き、開示請求者に対

し、当該公文書を開示しなければならない。 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、

開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報

（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

記録されている場合を除き、開示請求者に対

し、当該公文書を開示しなければならない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。）であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等（文書、図画若しくは電磁的記録に記載さ

れ、若しくは記録され、又は音声、動作その

⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該

事業に関する情報を除く。）であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と照合することにより、特定



 

 

他の方法を用いて表された一切の事項をい

う。次条第２項において同じ。）により特定

の個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することにより、特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）

又は特定の個人を識別することはできない

が、公にすることにより、なお個人の権利利

益を害するおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。 

の個人を識別することができることとなるも

のを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除く。 

アからウまで ＜省略＞ アからウまで ＜省略＞ 

⑶から⑹まで ＜省略＞ ⑶から⑹まで ＜省略＞ 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （瀬戸市暴力団排除条例の一部改正について） 

２ 瀬戸市暴力団排除条例（平成２３年瀬戸市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

  第１１条第１項中「第２条第２号」を「第２条第３号」に改める。 

 


